
喬木村 令和６年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画（第３回）
Ａ

Ｂ１ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ７

交付対象経費

国のR5補正予算
分

（交付限度額
①）

（推奨事業メ
ニュー分）

国のR5補正予算
分

（交付限度額
②）

（低所得世帯支
援枠分）
給付費

国のR5補正予算
分

（交付限度額
③）

（低所得世帯支
援枠分）
事務費

国の予備費等
（交付限度額

④）
（給付金・定額
減税一体支援枠

分）
給付費

国の予備費等
（交付限度額

⑤）
（給付金・定額
減税一体支援枠

分）
事務費

国のR5予備費分
（交付限度額

⑥）
（給付支援サー
ビス(令和6年
度)分）

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑦）

（推奨事業メ
ニュー分）

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑧）

（令和６年度低
所得世帯支援枠

等分）

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑨）

（令和６年度低
所得世帯支援枠

等分）

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑩）

（給付支援サー
ビス分）

その他
（一般財源や補
助対象外経費

等）

合計 121,649 121,649 0 0 0 58,090 2,612 0 41,027 18,700 1,220 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

2 R5_予備
(※)

一体支援 ○ ○ ○ 令和6年度喬木村定額減税補足
給付金支給事業等

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 60,702 60,702 0 58,090 2,612 0 0

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活
を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
令和５年度均等割のみ課税世帯　121世帯×100千円、令和６年度非課税化
世帯　36世帯×100千円、令和６年度均等割のみ課税化世帯　36世帯×100
千円、子ども加算　80人×50千円、定額減税を補足する給付の対象者　2240
人　(50790千円）　　のうちR６計画分
事務費　2612千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託料　と
して支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（193世帯）、定額減税を補足する給付の
対象者数（2240人）

－ ○ － R6.7 R7.3 対象世帯に対して令和6年7月ま
でに支給を開始する

ホームページ、広報誌等
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

7 R6_補正 低所得 ○ ○ ○ 令和６年度喬木村低所得世帯支
援給付金支給事業等

Ⅱ．物価高の克服 ○ － 19,920 19,920 0 18,700 1,220 0

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活
を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R６の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　570世帯×30千円、子ども加算　80人
×20千円　　のうちR６計画分
事務費　1220千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託料　と
して支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（570世帯）

－ ○ － R7.2 R7.3 対象世帯に対して令和7年2月ま
でに支給を開始する

ホームページ、広報誌等
対象分野に関連しな
い

R6補正（地）

11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
介護サービス事業者等物価高騰
対策支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・
介護・保
育施設、
学校施
設、公衆
浴場等に
対する物
価高騰対
策支援

96 96 96

①物価高騰等の影響を受けている介護サービス事業者等が安定的なサービ
ス提供ができることを目的に、光熱費・食材費・燃料費等の価格高騰分の一部
を助成する。
②食料費・燃料価格等の高騰に係る費用に対し、定員等に応じて補助。負担
金補助及び交付金。
③・通所系（２事業者）
　　　　①基準額20,000円＋加算額3,000円
　　　　×送迎者数12人=56,000円【補助金】
　　　　②基準額20,000円＝20,000円【補助金】
　・配食系（１事業者）
　　　　基準額20,000円=20,000円【補助金】
合計96,000円
④村内に所在する介護予防・日常生活支援総合事業（３事業者）の設置者

－ － － R7.1 R7.3
助成金給付件数
【通所系】　2施設
【総合事業】　１事業者

情報誌たかぎ・HP
介護サービス事業所・
施設等

R6補正（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
喬木村物価高騰支援商品券発
行事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

③消費下
支え等を
通じた生
活者支援

18,901 18,901 18,901

①原油価格及び物価高騰により大きな影響を受けている村民・事業者を支援
するため、全村民（6,000人）に村内約80店舗で使用できる商品券（1人3,000円
分）を配布する。商品券を発行することで、原油価格及び物価高騰により影響
を受けている村民の負担軽減の効果がある。商品券は村内事業所での利用
にすることで、原油価格及び物価高騰の影響を受けている事業所への支援に
つなげる。
②商品券の発行及び諸経費
③補助金 3,000円×5,800名＝17,400,000円
　　商品券の印刷代　600,000円
　　換金手数料　　33円×17,400件≒575,000円
　　郵送料　　　　　155円×2,100件≒326,000円
合計　18,901,000円
④福祉施設入所者を除く村民（5,800人）

－ － － R7.1 R7.3
利用可能店舗数　　83店舗
商品券発行総額　　17,400,000円

情報誌たかぎ・HP
対象分野に関連しな
い

R6補正（地）

13 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
喬木村商工業者物価高騰対策
支援給付金交付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑦中小企
業等に対
するエネ
ルギー価
格高騰対
策支援

10,000 10,000 10,000

①エネルギー価格及び価格高騰の影響を受けている村内事業者に対して、事
業継続の支援のため、価格高騰対策支援給付金を支給する。
②事業に必要な燃料費相当額として雇用人数に応じた支援金を給付する。
③事業主１名＋従業員数（令和7年1月１日現在雇用保険被保険者数）×１万
円
※ 上限50万円　 １回限り
合計　10,000,000円
④令和7年1月1日時点で村内に主たる事業所又は従たる事業所を有する法人
又は個人事業主である者で、今後も事業を継続する意思があり、村税の滞納
その他村に対する債務不履行がない者

－ － － R7.1 R7.3 助成金給付件数　　140件 情報誌たかぎ・HP
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

14 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
喬木村畜産飼料高騰対策支援
事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水
産業にお
ける物価
高騰対策
支援

4,600 4,600 4,600

①物価高騰の影響を受けている村内畜産農家の経営支援を目的とする。給付
金を給付することで安定的な畜産農業経営を継続する効果がある。
②飼料代高騰に係る経費
③補助金　令和６年４月から９月までの飼料代の1/４（上限1,000,０００円）
７農家　　合計　4,600,000円
④村内畜産農家

－ － － R7.1 R7.3 助成金給付件数　　7件 情報誌たかぎ・HP 農林水産・食品分野 R6補正（地）

15 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和６年度喬木村農業者経営支
援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水
産業にお
ける物価
高騰対策
支援

4,300 4,300 4,300

①物価高騰の影響を受けている村内農業者の経営支援を目的とする。給付金
を給付することで安定的な農業経営を継続する効果がある。
②農業経営体に対する給付金
③補助金 50,000円×　46名
　　　　　　　　＝2,300,000円（認定農業者）
　　　　　　10,000円×200名
　　　　　　　　＝2,000,000円（それ以外の農業者）
合計　４,300,000円
④農業所得のある村内農業者

－ － － R7.1 R7.3 助成金給付件数　　246件 情報誌たかぎ・HP 農林水産・食品分野 R6補正（地）

16 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和６年度喬木村学校給食等負
担軽減事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食
料品価格
等の物価
高騰に伴
う子育て
世帯支援

1,500 1,500 1,500

①食料品等の価格高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するため、賄
材料費に補助を出すことで学校給食費の負担軽減を図る。
②賄材料費（教職員分を除く）
③補助材料費　1,500千円
　小学校　１食（12円増）
　　342人×200日×12円＝820,800円
　中学校　１食（17円増）
　　203人×200日×17円＝690,200円
小学校820,800円＋中学校690,200円≒1,500,000円
④小中学生の保護者

－ － － R7.1 R7.3
物価高騰による学校給食費の保
護者負担増　0円

情報誌たかぎ・HP 給食 R6補正（地）

17 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和６年度保育園給食等負担軽
減事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食
料品価格
等の物価
高騰に伴
う子育て
世帯支援

1,000 1,000 1,000

①食料品等の価格高騰による保育園児の保護者の負担を軽減するため、賄
材料費に補助を出すことで保育園給食費の負担軽減を図る。
②賄材料費（教職員分を除く）
③補助材料費
　たかぎ保育園　１食（23円増）
　　164人×240日（4月～3月）×23円≒900,000円
　南保育園　１食（25円増）
　　17人×240日（4月～3月）×25円≒100,000円
④保育園児の保護者

－ － － R7.1 R7.3
物価高騰による保育園給食費の
保護者負担増　0円

情報誌たかぎ・HP 給食 R6補正（地）

18 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
特別養護老人ホーム喬木荘物
価高騰対策支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事
業メ
ニュー例
よりも更
に効果が
あると判
断する地
方単独事
業

民間の介護サービス事業者と同様に、物価
高騰等の影響を受けている当該施設に対し
て支援を行うことにより、安定的な事業継続
に繋がることが期待されるため。
当該施設は村内で最も事業規模が大きく、
物価高騰の影響を多大に受けている。利用
者も多く、事業継続の効果は他の事業所よ
りも大きいものと考える。

630 630 630

①物価高騰等の影響を受けている介護施設指定管理者が安定的なサービス
提供ができることを目的に、光熱費・食材費・燃料費等の価格高騰分の一部を
助成する。
②食料費・燃料価格等の高騰に係る費用に対し、定員等に応じて補助。負担
金補助及び交付金。
③入所系（指定管理）（１施設）
　　　　基準額180,000円＋加算額9,000円
　　　　×定員50人=630,000円【補助金】
合計630,000円
④村内に所在する指定管理施設（１施設）

○ － － R7.1 R7.3
助成金給付件数
【入所系（指定管理）】　１施設

情報誌たかぎ・HP
介護サービス事業所・
施設等

R6補正（地）

特定事業
者等支援

個人を対
象とした
給付金等

Ｂ３ Ｂ６

Ｎｏ

国

の

予

算

年

度

(

※
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補
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補

正

を

含
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場

合

あ

り

)

枠

地

方

単

独

事

業

エネル
ギー・食
料品価格
等の物価
高騰の影
響を受け
た生活者
等に対し
て事業の
効果が直

臨時の措
置である
ことが分
かる事業
名称とし
ている

交付対象事業の名称 備考2 備考3
自治体での予算区

分
基金

事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的
指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙など）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえた
各省庁の通知の発出
状況に定義されてい
る対象分野)

⑨を選択した場合、より効果があると考
える理由

総事業費

Ｂ Ｃ
Ｂ２

経済対策との関係

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

推奨事業
メニュー

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）


